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備 考  １  こ の 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ ４ と す る こ と 。  

   ２  申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 は 、 そ の 名 称 及 び 代 表 者 氏 名 を 記 入 す る こ と 。  

３  該 当 す る 場 合 は 、 □ に チ ェ ッ ク を 入 れ る こ と 。  

４  住 宅 宿 泊 事 業 法 （ 平 成 2 9 年 法 律 第 6 5 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 又 は 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 届 出 書 又  

当 該 届 出 書 に 添 付 す る こ と を 予 定 し て い る 書 類 を 確 認 す る 場 合 や 、 当 該 書 類 の 写 し の 提  

出 を 求 め る 場 合 が あ り ま す 。  

５  ※ 印 欄 は 、 記 入 し な い こ と 。  

 

元 号 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日   

富 山 県 東 部 消 防 組 合 ○ ○ 消 防 署  

○ ○ 消 防 署 長   あ て  

 

申 請 者  ○ ○ 県 ○ ○ 市  

住  所    ○ ○ 丁 目 ○ ○ 番 ○ ○ 号  

氏  名  消 防  太 郎  

                  連 絡 先  ○ ○ ○ -○ ○ ○ -○ ○ ○ ○  

下 記 の 届 出 住 宅 の 部 分 に つ い て 、 消 防 法 令 適 合 通 知 書 の 交 付 を 申

請 し ま す 。  

記  

１  名  称 （ 届 出 住 宅 の 名 称 ）  ○ ○ ○ ○  

２  所 在 地 （ 届 出 住 宅 の 所 在 地 ） ○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 丁 目 ○ ○ 番 ○ ○ 号  

３  届 出 住 宅 に 関 す る 事 項 等  

（ １ ） 面 積   

届 出 住 宅 が 存 す る 防 火 対

象 物 の 延 べ 面 積（ ㎡ ）※ １  

届 出 住 宅 部 分 の 床 面

積 （ ㎡ ） ※ ２  

宿 泊 室（ 宿 泊 者 の 就 寝 の
用 に 供 す る 室 ）の 床 面 積
の 合 計 （ ㎡ ）  

1 , 0 0 0㎡ （ マ ン シ ョ ン 全 体 の

延 べ 面 積 ）  

1 0 0㎡ （ 2 0 5号 室 の 延 べ

面 積 ）  

3 0㎡ （ 宿 泊 者 が 就 寝 す る

部 屋 ）  

（ ２ ） そ の 他 の 事 項  
 ☑  住 宅 に 人 を 宿 泊 さ せ る 間 、 住 宅 宿 泊 事 業 者 が 不 在 （ 住 宅 宿 泊

事 業 法 第 １ １ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 国 土 交 通 省 令 ・ 厚 生 労 働 省 令 で
定 め る も の を 除 く 。） と な ら な い 。  

４  申 請 理 由  
 ☑  住 宅 宿 泊 事 業 法 （ 平 成 29年 法 律 第 65号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定

に よ る 届 出  
 □  住 宅 宿 泊 事 業 法 （ 平 成 29年 法 律 第 65号 ） 第 ３ 条 第 ４ 項 の 規 定

に よ る 届 出  

※ 受 付 欄  ※ 経 過 欄  

  

一 般 住 宅 の 場 合 は 延 べ 面 積 ※ １ ＝ 床 面 積 ※ ２  と な る  

他 、 必 要 と な る 添 付 書 類 等 が あ り ま す 。  

管 轄 消 防 署（ 査 察 係 ）に 事 前 相 談 を し て く

だ さ い 。  


